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	第１章　総則
	第１条　本会は、「ＰＳＬＸコンソーシアム」と称する。
	本会は、事務局を財団法人製造科学技術センター内に置く。
	第３条　本会は、生産計画・スケジューリングに関する情報記述の標準化と、それを利用した製造業のより戦略的なＩＴ化の推
	第４条　本会は、前条の目的を達成するため、次に揚げる種類の活動を行う。

	第２章　会員
	第５条　本会の会員は、正会員、特別会員、準会員、学術会員及びＷｅｂ会員からなる。
	第６条　正会員、特別会員及び準会員として入会しようとするものは、所定の入会申込書を本会に提出するものとする。
	第７条　正会員、特別会員及び準会員は本会から脱会する場合、本会にその旨を書面にて通知するものとする。
	第８条　会員はその種別にかかわらず、次の各号に定める共通の権利を有する。
	第９条　本会の活動によって得られた以下の成果物に対する著作権その他の一切の知的財産権は、その利用権（複製権・改変権・利�
	第１０条　会員は、この会則、並びに理事会の決定および議決を遵守しなければならない。
	第１１条　会員は本会活動を通じて知り得た情報を理事会の了解なしに第三者に開示し、または漏洩してはならない。
	第１２条　会員が第７条の規定によりその資格を喪失したときは、本会に対する権利を失い、義務を免れる。ただし、本会則第１１条に定�

	第３章　組織
	第１３条　本会は、総会、理事会、運営委員会、技術専門委員会、広報普及委員会およびプロジェクトから構成され】
	第１４条　役員の任期は、１年とする。ただし、再任は妨げない。
	第１５条　会長及び副会長は、本会則並びに理事会の決議に基づき、会務の執行を決定する。
	第１６条　役員は無報酬とする。
	第１７条　理事会の執行機関として本会の活動を円滑に遂行し、また活動の具体的な提案もしくは調整を行うために、運営委員会を置く。
	第１８条　本会で定める技術的な規約について、その内容を集中的に議論し、本会の定める標準規約の勧告を決定するために、技�
	第１９条　本会で定める技術的な規約について、その内容を広く一般に普及させることを目的とした活動を行うために、広報普及委員会を置く�
	第２０条　総会は、正会員及び特別会員によって構成され、通常総会及び臨時総会とする。
	第２１条　運営委員会は、第３条の定める目的を効率的に達成し、その成果を会員に提供するため、課題、目的に応じたプロ�
	第２２条　本会に、本会の事務を処理するため、事務局を設置する。

	第４章　組織の運営
	第２３条　本会の活動およびその運営は、最大限電子処理組織（会長の指定する電子計算機（入出力装置を含む。次項においてもおな
	第２４条　理事会は、定期会および臨時会とする。
	第２５条　運営委員会は、委員長が招集し、その議長は委員長がこれにあたる。
	第２６条　技術専門委員会は、委員長が招集し、その議長は委員長がこれにあたる。
	第２７条　広報普及委員会は、委員長が招集し、その議長は委員長がこれにあたる。
	第２８条　運営委員会は、活動の内外的な普及促進を図るため、エバンジェリストを任命することができる。
	第２９条　本会は、他団体との連携を通して相互理解とお互いの活動の協調を図る為、アライアンスパートナーを設置する。
	第３０条　総会は、運営委員会の決議により少なくとも各年度１回以上開催する。
	第３１条　事務局は、会長の指示のもと、本会の事務を行う。

	第５章　資産および会計
	第３２条　 本会の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
	第３３条　本会の資産は、会長が管理し、その方法は、理事会の議決を経て会長が別に定める。
	第３４条　本会の活動年度は、毎年７月１日に始まり翌年6月３0日に終わる。
	第３５条　本会の活動計画及びこれに伴う収支予算は、毎活動年度ごとに会長が作成し、理事会の議決を経なければならない。
	第３６条　予算は当初予定に従い歳入の範囲内にて執行することを原則とするが、予算の作成後にやむを得ない事由が生じたときは、運営委員会の
	第３７条　本会の活動報告書及び収支決算書は、活動年度終了後、速やかに、会長が作成し、監事の監査を受け、理事会の議決を経なければ

	第６章　会則の変更、解散及び合併
	第３８条　この会則を変更しようとするときは、理事会において、出席理事（代理人又は委任状を含む）の３分の２以上の議決を得て
	第３９条　本会は、次に掲げる事由により解散する。
	第４０条　本会が解散（合併または破産による解散を除く）するときは、会長がその清算人となる。ただし、理事会の議決により、正会員及び�

	第７章　雑則
	第４１条　この定款の実施について必要な細則は、理事会の議決を得て、会長がこれを定める。
	附　則


